
 

 

 

「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5/12～5/31実施分)」 

について 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、

都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、

個人事業主等を対象に支援金を支給いたします。 

 

１ 対象期間 

緊急事態措置期間（令和３年５月１２日から５月３１日まで） 

 

２ 支給額   

別途お知らせします。 

 

３ 主な対象要件 

緊急事態宣言の延長を受け、東京都から行う休業の協力依頼等に対して、５

月１２日から５月３１日まで（２０日間）の全期間、全面的にご協力いただけ

る中小企業、個人事業主等 

〇休業要請等の対象となる施設・テナントについては、東京都総務局ＨＰ

に掲載しています。 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1013655.html 

〇緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者 

〇都外に本社がある事業者も都内の施設で全面的にご協力いただいた場

合は対象 

 

４ 申請受付 

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホー

ムページにて公表します。 

 

５ 問い合わせ 

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いた

します。(電話番号０３－５３８８－０５６７ ９時から１９時まで毎日)   

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日 

産 業 労 働 局 

＜問い合わせ先＞ 

産業労働局総務部企画調整課 

（農林水産部調整課）  

電話 ０３－５３２０－４８１２ 

内線 ３７－１１０ 担当：田村・川道 

飲食店以外の中小企業等を対象 


